
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

① 平成２３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　　　　　　中期計画に定められた業務について、中期計画に沿った年度計画が順調に達成され独立行政法人

　　　　 評価委員会による平成２２年度の総合評価が「Ａ」評価であったこと等を踏まえ、役員報酬の業績に基づく

　　 　　増減は行わなかった。

② 役員報酬基準の改定内容

理事長

理事

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

13,184 8,688 3,404
1,043

49
(地域手当)
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

12,660 8,256 3,235
991
178

(地域手当)
(通勤手当) ２３．４．１ ◇

千円 千円 千円 千円

12,621 7,824 3,204
1,408
185

(地域手当)
(通勤手当) ２３．４．１ ◇

千円 千円 千円 千円

10,584 6,823 2,666
819
276

(地域手当)
(通勤手当) ２３．４．１ ※

千円 千円 千円 千円

10,462 6,804 2,666
816
176

(地域手当)
(通勤手当) ２３．４．１ ２４．３．３１ ◇

千円 千円 千円 千円

322 322 0 0

注１：「地域手当」とは、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を
    考慮して支給されているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

6,312 6 23.3.31 1.0 ＊

千円 年 月

3,402 4 23.3.31 1.0 ※

千円 年 月

注１：業績勘案率は、農林水産省独立行政法人評価委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定している。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：非常勤役員については、退職手当を支給しないとの規程があるため、記載を省略した。

Ａ理事

農林水産省独立行政法人評価委
員会による業績評価の結果、年度
計画に基づき業務が適切に実施さ
れたとされ、基本業績勘案率を加減
算する特段の事由がないことから、
業績勘案率は１．０と決定された。

農林水産省独立行政法人評価委
員会による業績評価の結果、年度
計画に基づき業務が適切に実施さ
れたとされ、基本業績勘案率を加減
算する特段の事由がないことから、
業績勘案率は１．０と決定された。

　　　　　　　　・期末特別手当の支給割合の変更。（６月期　１４５／１００→１４０／１００　１２月期　１５０／１００→

　　　　　　　　非常勤役員手当についての改正は行わなかった。

前職
就任・退任の状況

摘　　要

該当者なし

　　　　　　　　１５５／１００）

役名
その他（内容）

法人での在職期間

Ｂ理事

Ｃ理事

理事長

Ｄ監事

Ｅ監事
（非常勤）

Ａ理事

監事 該当者なし

理事長

Ｂ理事



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　        中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、業務の適切かつ効率的な実施の確保のための
       適正な人員配置を行い、中期計画の人件費の見積もりの範囲内で人件費の管理を行っている。

② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　         独立行政法人通則法第５７条第３項に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の適用を
        受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、業務の実績及び中期計画の人件費の
        見積もりその他の事情を考慮して決定を行っている。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

  　       職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率の決定を行っている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２３年度における給与制度の主な改正点

           （１）期末・勤勉手当の支給率の改定。（期末６月期　１２５／１００→１２２．５／１００　１２月期　１３５／１００→

　　　　　　　　１３７．５／１００等）

           （２）平成２３年４月１日における４３歳未満職員の１号俸上位への号俸調整。

２　職員給与の支給状況

①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

534 43.9 6,589 4,955 163 1,634
人 歳 千円 千円 千円 千円

534 43.9 6,589 4,955 163 1,634

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：「常勤職員」区分中の職種について、研究職種、医療職種（病院医師）・医療職種（病院看護師）・教育職種（高等専門学校教員）は、
　　　該当者がないため欄を省略した。
注３：在外職員、任期付職員、再任用職員及び非常勤職員の区分については、該当者がないため表を省略した。

平成２３年度の年間給与額（平均）
うち所定内平均年齢

　勤務成績等が適切に反映されるよう職員を特定職員の管理職層と特定職員以外の職員の初任
層、中間層に区分し、さらにそれを職員層ごとに、５段階（Ａ～Ｅ）の昇給区分に応じた昇給号俸数を
設定し、毎年１月１日に前年１年間における勤務成績等を判定し昇給させる。

常勤職員

区分

賞与：勤勉手当
（査定分）

給与種目

俸　　　給

事務・技術

① 人件費管理の基本方針

制度の内容

　職員の勤務成績等に応じ、６月期及び１２月期に135/100（特定幹部職員にあっては175/100）を
超えない範囲内において成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支
給する。

うち賞与総額
人員

２０歳 ５６歳 ２８歳 ２４歳 ６０歳 …………………………………………………… （国）（平均） （第１分位） （平均） （第３分位） ２人 ５人 １１人 ９人 (人) (千円) 



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注２：年齢が、２０－２３歳の区分の該当者はいない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

4 56.8 － 10,597 －

20 54.2 8,785 8,901 9,201

7 47.9 7,281 7,581 7,824

18 41.2 5,493 6,048 6,303

4 26.5 － 3,445 －

5 57.3 9,668 10,392 10,851

4 57.0 － 9,450 －

43 55.2 8,451 8,653 9,002

6 48.0 7,009 7,334 7,714

17 42.7 5,375 5,883 6,414

2 － － － －

9 51.5 7,758 8,063 8,297

11 56.3 7,680 8,594 9,472

44 47.5 6,811 7,139 7,425

73 36.7 4,760 5,234 5,759

18 27.4 3,363 3,595 3,791

98 49.5 6,750 7,196 7,551

132 39.4 4,841 5,365 5,853

18 29.1 3,454 3,751 3,880

注１：本部部長の該当者４名、本部係員の該当者４名及び地方機関次長の該当者４名は、当該個人に関する情報が特定される
 　　　おそれのあることから、「四分位第１分位・四分位第３分位」の事項については記載しない。
注２：地方係員の該当者２名は、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「平均年齢・四分位第１分位・平均・
 　　　四分位第３分位」の事項については記載しない。

　　　・地方課長補佐

　　　・本部調査官

　　　・地方機関専門調査官

　　　・地方機関専門官

　　　・地方機関調査官

　　　・本部専門調査官

　　　・地方機関主任調査官

平均年齢人員分布状況を示すグループ

　　　・地方機関所長

　　　・本部係員

　　　・地方課長

　　　・地方係員

　　　・本部部長

　　　・本部係長

　　　・地方係長

　　　・本部課長補佐

　　　・本部主任調査官

　　　・本部専門官

 　 ⑤まで同じ。〕

　　　・本部課長

　　　・地方機関次長

平均

２０歳 ５６歳 ２８歳 ２４歳 ６０歳 …………………………………………………… （国）（平均） （第１分位） （平均） （第３分位） (人) (千円) 

１１人 

１１人 

１１人 

１１人 １１人 

１１人 

１１人 

１１人 

１１人 

１１人 

１１人 １１人 

１１人 １１人 

１１人 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0  

1,000  

2,000  

3,000  

4,000  

5,000  

6,000  

7,000  

8,000  

9,000  

10,000  

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳 
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平均給与額 

第３四分位 

第１四分位 

国の平均給与額 

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 

千円 

人 
千円 



③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

本部・地方
課長

本部・地方
課長補佐

本部・地方
専門官 地方所長

本部・地方
調査官

本部・地方
調査官

本部・地方
専門調査官

本部・地方
主任調査官

本部・地方
課長補佐

本部・地方
課長 本部部長 地方所長

本部・地方
係員

本部・地方
係員

本部・地方
係長

本部・地方
係長

本部・地方
主任調査官

本部・地方
専門官 地方次長 本部部長

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

534 22 20 232 108 80 58 9 5 0 0
（割合） 4.1% 3.7% 43.4% 20.2% 15.0% 10.9% 1.7% 0.9% 0.0% 0.0%

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

28 40 59 58 59 59 59 59
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

24 27 30 39 45 42 53 51
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,869 3,628 6,101 6,026 7,164 8,000 7,945 8,834

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2,208 2,567 2,813 4,177 5,086 5,833 6,683 8,045
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,721 4,863 7,830 8,026 9,234 10,162 10,543 12,057

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2,966 3,423 3,754 5,647 6,867 7,766 8,840 10,851

④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

55.1 57.9 56.5

％ ％ ％

44.9 42.1 43.5

％ ％ ％

48.8～33.9 45.4～31.4 47.0～32.6

％ ％ ％

63.8 66.7 65.3

％ ％ ％

36.2 33.3 34.7

％ ％ ％

43.5～31.7 40.7～29.3 42.1～30.5

人員

　　査定支給分（勤勉相当）
　　（平均）

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

所定内給
与年額(最
高～最低)

         最高～最低

年間給与
額(最高～

最低)

　　査定支給分（勤勉相当）
　　（平均）

管理
職員

標準的
な職位

 職級別在職状況等（平成２４年４月１日現在）（事務・技術職員）

年齢（最高
～最低）

         最高～最低

区分

一律支給分（期末相当）



⑤

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一）） 98.8
対他法人 93.4

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、
すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

　○事務・技術職員

地域勘案 １００．９

参考 学歴勘案 　９７．３

地域・学歴勘案 １００．２

　・主務大臣の検証結果
　　　　国家公務員より低い水準であり、問題ないと考えている。

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成23年度）

前年度
（平成22年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

注１：表中（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の人件費と財務諸表附属明細書（「役員及び職員の給与明細」）の数値は、端数処理の関係で必ずしも
　　一致しない。

項目

 退職手当支給額
△ 31,489

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　99.3％
（国からの財政支出額　6,933,256千円、支出予算の総額　6,984,546千円：平成23年
度予算）

【検証結果】
　当法人は国からの財政支出である運営費交付金及び施設整備費補助金で運営さ
れており、支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合が高くなっている。
　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を定めている「一般職の職員の
給与に関する法律」及び人事院規則等に準拠して規定しており、国の給与と同水準
であることから、給与水準の適切性を有している。

講ずる措置
　Ⅱー１①人件費管理の基本方針及び②職員給与決定の基本方針に則り、今後も引
き続き給与水準の適切性の確保に努める。

区　　分

4,321,528 4,366,692

中期目標期間開始時（平成２
３年度）からの増△減

（－）
(A)

（－）

(Ｂ)

 非常勤役職員等給与

(Ｃ)

（△9.1） （－）

（△9.3）

－

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

比較増△減

△ 45,164 （△1.0）
 給与、報酬等支給総額

－

指数の状況

内容

対国家公務員　　９８．８

【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（平成22年度決算）

【検証結果】
累積欠損額が出ていない点においては、給与水準の適切性を有している。

△ 84,870

313,699 345,188

△ 3,637

（－）－（△1.6）5,250,550 5,335,420
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

 最広義人件費

－
(D)

49,28444,704

570,619 574,256
 福利厚生費

△ 4,580

（－）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

（△0.6）

－



総人件費について参考となる事項

        （１）「給与、報酬等支給総額」　対前年度比　△45,164千円（△1.0％）

           　  前年度と比較して減になった要因は、人員削減に伴い、給与支給対象者が減となったことから、

          　支出額が減少したためである。
　　　　　　　

        （２）「最広義人件費」　対前年度比　△84,870千円（△1.6％）

            　前年度と比較して、上記の要因のほかに退職者数及び非常勤職員数が減少したためである。

        （３）行革推進法及び「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費の取組状況

            ①中期目標（平成１８年度から平成２２年度）に示された人件費削減の取組に関する事項

             　「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）を踏まえ、平成１８年度から５年間において、法人（旧

           検査検定３法人全体）の人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに非

           常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について５％以上の削減を行った。

           　 平成２３年度においても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

           （平成１８年法律第４７号）に基づく人件費に係る取組を引き続き着実に実施する。

            　また、国家公務員の給与構造改革に合わせ、人事院勧告を踏まえた給与体系の見直しを進める。

           ②中期計画（平成１８年度から平成２２年度）において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を

　         踏まえた見直し方針

             　「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）を踏まえ、平成１８年度から５年間において、法人（旧

           検査検定３法人全体）の人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに非

           常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について５％以上の削減を行った。

           　 平成２３年度においても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

           （平成１８年法律第４７号）に基づく人件費に係る取組を引き続き着実に実施し、平成１７年度と比較して、

           センター全体の人件費について６％以上の削減を行う。

            　また、国家公務員の給与構造改革に合わせ、人事院勧告を踏まえて、役職員の給与について必要な

           見直しを進める。

           ③人件費削減の取組の進ちょく状況

　　総人件費改革の取組状況

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

4,886,806 4,675,981 4,688,792 4,598,145 4,439,838 4,366,692 4,321,528

△4.3 △4.1 △5.9 △9.1 △10.6 △11.6

△4.3 △4.8 △6.6 △7.4 △7.4 △8.1

　          計算式＝（（当年度(平成１９年度)の金額－人事院勧告を踏まえた給与改定部分）－基準年度(平成１７年度)注１：「人件費削減率（補正値）」 とは、 「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人事院勧告を踏まえた

 　　官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成18年、平成19年、平成20年、平成21年、

 　　平成22年、平成23年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0％、0.7％、0％、▲2.4％、▲1.5％、

 　　▲0.23％である。

注２：基準年度（平成１７年度）及び平成１８年度相当額については、それぞれ統合前の独立行政法人農林水産消費

 　　技術センター、独立行政法人肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所の支出額を集計した。

　　　　　　・主務大臣の検証結果
　　平成23年度においては、平成17年度と比較して6％以上の削減を実施する中期計画における目標に対し、8.1％
　の削減となっており、適正に取り組んでいる。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

　「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」（平成２４年法律第２号）に基づく国家公務員の給与の
見直しを踏まえ、役員の報酬等については平成２４年４月分から、職員の給与については平成２４年５月分から俸給月額
及び俸給月額を基礎とする各種手当てについて引き下げを実施した。
【主な改正点は以下のとおり】
 (1)人事院勧告に係る改定分
　　・俸給月額の引き下げ。（役員報酬：△0.5％、職員給与：平均△0.23％）
　　・平成24年6月支給の期末特別手当、期末手当及び勤勉手当の減額。（役員：平成23年4月～平成24年3月までの較差相当分△0.37％、
　 職員：平成24年4月分の較差相当分△0.37%）
 (2)臨時特例分（平成26年3月31日までの間）
　　・俸給月額の減額。（役員報酬：△9.77％、職員給与：△4.77％、△7.77％、△9.77％）
　　・期末特別手当、期末手当及び勤勉手当の減額。（△9.77％）

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）


